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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブから装置本体へ信号が無線送信されるワイヤレス超音波診断装置におい
て、
　前記超音波プローブは、
　被検体に対して超音波を送受波してエコーデータを取得する送受波部と、
　エコーデータに基づいて生成される信号を装置本体へ無線送信する無線送信部と、
　ユーザ操作を受け付けるプローブ操作デバイスと、
　ユーザ操作に応じて当該ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを設定するプロー
ブ制御部と、
　を有し、
　前記プローブ制御部において設定された動作パラメータに基づいて生成される制御デー
タが装置本体へ無線送信され、
　前記装置本体は、
　前記超音波プローブから無線送信される信号を受信してエコーデータを再生する無線受
信部と、
　再生されたエコーデータに基づいて形成される被検体の超音波画像を表示する画像表示
部と、
　ユーザ操作を受け付ける本体操作デバイスと、
　ユーザ操作に応じて当該ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを設定する本体制
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御部と、
　を有し、
　前記本体制御部において設定された動作パラメータに基づいて生成される制御データが
超音波プローブへ無線送信され、
　前記超音波プローブと前記装置本体の少なくとも一方に、超音波プローブ側で設定され
た動作パラメータと装置本体側で設定された動作パラメータのどちらの動作パラメータが
有効であるかを表示する、
　ことを特徴とするワイヤレス超音波診断装置。
【請求項２】
　超音波プローブから装置本体へ信号が無線送信されるワイヤレス超音波診断装置におい
て、
　前記超音波プローブは、
　ユーザ操作を受け付けるプローブ操作デバイスと、
　ユーザ操作に応じて当該ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを設定するプロー
ブ制御部と、
　を有し、
　前記装置本体は、
　ユーザ操作を受け付ける本体操作デバイスと、
　ユーザ操作に応じて当該ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを設定する本体制
御部と、
　を有し、
　前記本体制御部は、超音波プローブ側で設定された動作パラメータと装置本体側で設定
された動作パラメータをユーザ操作に応じて選択的に利用し、
　前記超音波プローブと前記装置本体の少なくとも一方に、超音波プローブ側で設定され
た動作パラメータと装置本体側で設定された動作パラメータのどちらの動作パラメータが
選択されているかを表示する、
　ことを特徴とするワイヤレス超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のワイヤレス超音波診断装置において、
　前記超音波プローブは、設定された動作パラメータを表示する表示部をさらに有する、
　ことを特徴とするワイヤレス超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のワイヤレス超音波診断装置において、
　前記超音波プローブの表示部は、当該超音波プローブの使用環境情報を表示する、
　ことを特徴とするワイヤレス超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載のワイヤレス超音波診断装置において、
　前記超音波プローブは、当該超音波プローブの使用環境情報を装置本体へ無線送信し、
　前記装置本体は、無線送信された使用環境情報を表示する表示部をさらに有する、
　ことを特徴とするワイヤレス超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波プローブから装置本体へ信号が無線送信されるワイヤレス超音波診断
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波プローブで得られたエコーデータなどを装置本体へ無線送信するワイヤレス超音
波診断装置が知られている（特許文献１～３参照）。
【０００３】
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　従来のワイヤレス超音波診断装置では、超音波プローブに送信アンテナが取り付けられ
、その送信アンテナから、超音波信号などによって変調された無線信号が空間内へ送信さ
れる。そして、装置本体に設けられた受信アンテナによってその無線信号が受信され、受
信された信号が装置本体内において復調されて画像処理などが行われる。
【０００４】
　ワイヤレス超音波診断装置によって、超音波プローブと装置本体とを接続するプローブ
ケーブルが無くなることにより、超音波プローブの操作性が飛躍的に向上することが期待
されている。しかしながら、ワイヤレス超音波診断装置を具現化するにあたっては、いく
つかの克服すべき課題があるのも事実である。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１４１３２８号公報
【特許文献２】特開昭５５－１５１９５２号公報
【特許文献３】特開昭５３－１０８６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　超音波プローブと装置本体がプローブケーブルで有線接続されている場合には、通常、
装置本体側において装置の動作に関する各種設定が行われる。つまり、超音波プローブに
関する設定も装置本体側で行われ、その結果が超音波プローブに反映される。
【０００７】
　ところが、ワイヤレス超音波診断装置の場合には、超音波プローブと装置本体がプロー
ブケーブルで接続されていない。そのため、例えば、装置本体がプローブケーブルを介し
て超音波プローブに設定情報を反映させることなどができない。
【０００８】
　また、ワイヤレス超音波診断装置において、超音波プローブ側にビームフォーミング機
能の一部などを持たせる場合には、超音波プローブと装置本体との間で装置動作に関する
設定情報を統一的に扱う必要がある。
【０００９】
　このように、ワイヤレス超音波診断装置を具現化するにあたっては、いくつかの克服す
べき課題がある。
【００１０】
　本発明はこのような背景において成されたものであり、その目的は、超音波プローブと
装置本体との間で装置動作に関する設定情報を共有する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるワイヤレス超音波診断装置は、
超音波プローブから装置本体へ信号が無線送信されるワイヤレス超音波診断装置であって
、前記超音波プローブは、被検体に対して超音波を送受波してエコーデータを取得する送
受波部と、エコーデータに基づいて生成される信号を装置本体へ無線送信する無線送信部
と、ユーザ操作を受け付けるプローブ操作デバイスと、ユーザ操作に応じて当該ワイヤレ
ス超音波診断装置の動作パラメータを設定するプローブ制御部と、を有し、前記プローブ
制御部において設定された動作パラメータに基づいて生成される制御データが装置本体へ
無線送信されることを特徴とする。
【００１２】
　上記態様において、ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータとは、例えば、電源状
態（ＯＮ，ＯＦＦ）、測定モード（Ｂモード，Ｍモード，ドプラモード，ＣＦＭなど）、
設定条件（ＰＲＦ，ＲＯＩ，レンジゲートなど）であり、超音波プローブ側に関するパラ
メータであってもよいし装置本体側に関するパラメータであってもよい。
【００１３】
　上記態様では、プローブ制御部において設定された動作パラメータに基づいて生成され
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る制御データが装置本体へ無線送信されるため、装置本体が超音波プローブ側で設定され
た動作パラメータを認識することができる。これにより、例えば、超音波プローブと装置
本体が離れた利用環境でも、ユーザが超音波プローブから装置に関する動作パラメータを
設定することができ、離れた位置にある装置本体の操作パネルを直接操作する煩雑さから
開放される。
【００１４】
　また上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるワイヤレス超音波診断装置
は、超音波プローブから装置本体へ信号が無線送信されるワイヤレス超音波診断装置であ
って、前記装置本体は、前記超音波プローブから無線送信される信号を受信してエコーデ
ータを再生する無線受信部と、再生されたエコーデータに基づいて形成される被検体の超
音波画像を表示する画像表示部と、ユーザ操作を受け付ける本体操作デバイスと、ユーザ
操作に応じて当該ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを設定する本体制御部と、
を有し、前記本体制御部において設定された動作パラメータに基づいて生成される制御デ
ータが超音波プローブへ無線送信されることを特徴とする。
【００１５】
　上記態様では、本体制御部において設定された動作パラメータに基づいて生成される制
御データが超音波プローブへ無線送信されるため、超音波プローブが装置本体側で設定さ
れた動作パラメータを認識することができる。
【００１６】
　また上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるワイヤレス超音波診断装置
は、超音波プローブから装置本体へ信号が無線送信されるワイヤレス超音波診断装置であ
って、前記超音波プローブは、ユーザ操作を受け付けるプローブ操作デバイスと、ユーザ
操作に応じて当該ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを設定するプローブ制御部
と、を有し、前記装置本体は、ユーザ操作を受け付ける本体操作デバイスと、ユーザ操作
に応じて当該ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを設定する本体制御部と、を有
し、前記本体制御部は、超音波プローブ側で設定された動作パラメータと装置本体側で設
定された動作パラメータをユーザ操作に応じて選択的に利用することを特徴とする。
【００１７】
　望ましい態様において、前記超音波プローブは、設定された動作パラメータを表示する
表示部をさらに有することを特徴とする。望ましい態様において、前記超音波プローブの
表示部は、当該超音波プローブの使用環境情報を表示することを特徴とする。望ましい態
様において、前記超音波プローブは、当該超音波プローブの使用環境情報を装置本体へ無
線送信し、前記装置本体は、無線送信された使用環境情報を表示する表示部をさらに有す
ることを特徴とする。
【００１８】
　上記態様において、使用環境情報とは、例えば、超音波プローブに搭載されている電池
の寿命に関する情報（電圧値、電圧低下を知らせるアラームＬＥＤ，電池の使用可能な残
時間、推奨交換時期など）、超音波プローブの温度や温度上昇を知らせるアラームＬＥＤ
、超音波プローブの電源状態（ＯＮまたはＯＦＦ）、動作パラメータの設定が超音波プロ
ーブ優先か装置本体優先かを示す情報などである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、超音波プローブと装置本体との間で装置動作に関する設定情報を共有す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の好適な実施形態を説明する。
【００２１】
　図１および図２は、本発明に係るワイヤレス超音波診断装置の好適な実施形態を説明す
るための図である。本実施形態のワイヤレス超音波診断装置は、超音波プローブと装置本
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体で構成されており、図１には、超音波プローブの機能ブロック図が示されており、図２
には、装置本体の機能ブロック図が示されている。
【００２２】
　まず、超音波プローブについて説明する。図１に示すように、超音波プローブは、被検
体に対して超音波を送受波する複数の振動子１０２を備えている。各振動子１０２には、
図示しない超音波の送信回路などが接続されており、送信回路から出力される信号に応じ
て、複数の振動子１０２から超音波パルスが被検体に向けて送波される。そして、複数の
振動子１０２によって、被検体から得られる反射波（エコー）が受波される。
【００２３】
　複数の振動子１０２の各々に対応して、増幅器１０４とアナログデジタルコンバータ（
ＡＤＣ）１０６が設けられている。各増幅器１０４は、対応する振動子１０２の受波結果
を増幅し、対応するＡＤＣ１０６へ出力する。これにより、各振動子１０２の各々から得
られる受波信号がデジタル化されて複数のＡＤＣ１０６からデジタルビームフォーマ１０
８へ出力される。
【００２４】
　デジタルビームフォーマ１０８は、複数のＡＤＣ１０６から得られる受波データ（デジ
タル化された受波信号）を整相加算することにより受信ビームフォーミングを行う回路で
ある。本実施形態において、デジタルビームフォーマ１０８は、第一段階目の整相加算処
理を行う。つまり、複数の振動子１０２、例えば６４個の振動子１０２について、隣接す
る８個の振動子１０２で構成される振動子群ごとに整相加算処理を行う。そして、８つの
振動子群の各々について整相加算処理を行い、各振動子群の整相加算結果を１チャンネル
として、８つの振動子群で合計８チャンネルの整相加算データを出力する。
【００２５】
　ちなみに、後に説明する装置本体内のデジタルビームフォーマ（図２の符号２１０）に
おいて第二段階目の整相加算処理が行われ、全ての振動子１０２から得られる受波データ
が１本のビームデータとして纏められる。
【００２６】
　ＰＳ変換部１１０は、デジタルビームフォーマ１０８において形成された８チャンネル
の整相加算データをパラレルデータとして受け取り、受け取った８チャンネルのパラレル
データを時間軸方向に一列に並べたシリアルデータに変換する。こうして、シリアルデー
タに変換された８チャンネル分の整相加算データがＰＳ変換部１１０から出力される。
【００２７】
　なお、デジタルビームフォーマ１０８は、次々に出力される受波データを受信ビームご
とに整相加算処理する。そのため、デジタルビームフォーマ１０８から、複数の受信ビー
ムに関する整相加算結果が次々に出力され、ＰＳ変換部１１０から複数の受信ビームの整
相加算データが時系列順で次々に出力される。この過程で、ＰＳ変換部１１０から出力さ
れる一連のシリアルデータ内に、各受信ビームの同期データが挿入され、シリアルデータ
内における受信ビームごとの区切りが設けられる。
【００２８】
　無線送信部１１２は、ＰＳ変換部１１０から出力されるシリアルデータに基づいてＰＳ
Ｋ（Phase Shift Keying）などのデジタル変調処理を施す。ＰＳＫに換えてＡＳＫ（Ampl
itude Shift Keying）やＦＳＫ（Frequency Shift Keying）などのデジタル変調処理を利
用してもよい。そして、変調処理後の信号が電力増幅され、送信アンテナ１１４から電波
として送信される。送信アンテナ１１４は、例えば、平面アンテナである。
【００２９】
　こうして、１チャンネルにまとめられたデジタルエコー信号により変調された無線信号
が送信アンテナ１１４から送信される。例えば、送信キャリア周波数が６０ＧＨｚで、帯
域が１ＧＨｚ程度の１チャンネルの無線信号が送信される。
【００３０】
　操作パネル１２４は、ユーザ操作を受け付けるデバイスであり、例えば、複数のボタン
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スイッチなどで構成される。プローブ制御部１２０は、超音波プローブ内の各部を制御す
る機能を備え、さらに、ユーザ操作に応じてワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータ
を設定する。
【００３１】
　ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータとは、例えば、電源状態（ＯＮ，ＯＦＦ）
、測定モード（Ｂモード，Ｍモード，ドプラモード，ＣＦＭなど）、設定条件（ＰＲＦ，
ＲＯＩ，レンジゲートなど）などであり、超音波プローブ側に関するパラメータであって
もよいし装置本体側に関するパラメータであってもよい。
【００３２】
　プローブ制御部１２０は、ユーザ操作に応じて動作パラメータを設定し、その動作パラ
メータに従って超音波プローブ内の各部を制御する。例えばユーザ操作によって電源がＯ
ＦＦに設定されると、プローブ制御部１２０は超音波プローブの電源をＯＦＦにする。ま
た、例えばユーザ操作によって測定モードがＢモードに設定されると、プローブ制御部１
２０は、超音波の送信回路や振動子１０２などを制御し、Ｂモード用の走査方式で超音波
の送受波を行う。
【００３３】
　なお、ユーザ操作は、操作パネル１２４を介して入力されるが、装置本体側から入力さ
れる場合もある。つまり、後に詳述するように装置本体側で設定された動作パラメータに
対応した制御データが装置本体から無線送信され、そして、その無線送信された制御デー
タが受信アンテナ１１６を介して制御データ受信部１１８によって受信され、受信された
制御データがプローブ制御部１２０へ伝えられることにより、装置本体側のユーザ操作が
プローブ制御部１２０へ入力される。
【００３４】
　また、プローブ制御部１２０において設定された動作パラメータは、無線送信部１１２
にも伝えられ、無線送信部１１２は、設定された動作パラメータに基づいて生成される制
御データを送信アンテナ１１４から装置本体へ無線送信する。例えば、操作パネル１２４
を介してユーザがＭモードを設定すると、無線送信部１１２は、Ｍモード設定されたこと
を示す制御データを送信アンテナ１１４から装置本体へ無線送信する。
【００３５】
　このように、超音波プローブ側で設定された動作パラメータが装置本体へ伝えられ、装
置本体がその動作パラメータに応じて制御されることにより、超音波プローブと装置本体
が統一的に制御される。
【００３６】
　なお、無線送信部１１２は、ＰＳ変換部１１０から出力されるシリアルデータ（エコー
データ）と制御データを、例えば互いに異なる周波数帯域で送信してもよいし、互いに異
なる時間帯で送信してもよい。また、ＰＳ変換部１１０から出力されるシリアルデータ内
に制御データを挿入してもよい。例えば、シリアルデータ内のエコーデータの空き領域（
ビーム間領域など）に制御データを挿入する。
【００３７】
　表示パネル１２２は、プローブ制御部１２０において設定された動作パラメータなどを
表示する。例えば、電源のＯＮ／ＯＦＦ状態や測定モードが表示パネル１２２に表示され
る。表示パネル１２２は、例えばＬＣＤなどで構成される。またタッチパネルなどを利用
して、表示パネル１２２と操作パネル１２４の機能を一つのデバイスで実現してもよい。
【００３８】
　表示パネル１２２は、動作パラメータ以外に、超音波プローブの使用環境情報を表示す
る。使用環境情報とは、例えば、超音波プローブに搭載されている電池の寿命に関する情
報（電圧値、電圧低下を知らせるアラームＬＥＤ、電池の使用可能な残時間、推奨交換時
期など）、超音波プローブの温度や温度上昇を知らせるアラームＬＥＤ、超音波プローブ
の電源状態（ＯＮまたはＯＦＦ）、動作パラメータの設定が超音波プローブ優先か装置本
体優先かを示す情報などである。
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【００３９】
　なお、超音波プローブの使用環境情報は、無線送信部１１２によって制御データ内に反
映され、そして、使用環境情報を含んだ制御データが送信アンテナ１１４から装置本体へ
無線送信される。
【００４０】
　次に装置本体について説明する。超音波プローブの送信アンテナ１１４から送信された
無線信号は、図２に示す装置本体の受信アンテナ２０２によって受信されて無線受信部２
０４に送られる。無線受信部２０４は、受信された無線信号に前置増幅処理や電力増幅処
理などを施す。さらに、ＰＳＫなどのデジタル変調処理が施された無線信号に対して復調
処理を施す。これにより、超音波プローブの無線送信部１１２によって変調される前のデ
ータ、つまり、ＰＳ変換部１１０から出力されるシリアルデータが再生される。
【００４１】
　また、無線受信部２０４は、復調処理後のデータに含まれる制御データを抽出して本体
制御部２２０へ出力する。なお、本体制御部２２０の機能は後に説明する。
【００４２】
　ＳＰ変換部２０６は、再生されたシリアルデータに含まれる８チャンネルの整相加算デ
ータをパラレルデータに変換する。その際、シリアルデータに含まれる受信ビームの同期
データに基づいて８チャンネルのパラレルデータに変換する。
【００４３】
　こうして、超音波プローブのデジタルビームフォーマ１０８によって形成されたデータ
に対応するパラレルデータがメモリ２０８に記憶される。メモリ２０８に記憶されたデー
タは、メモリ２０８の後段の処理に応じたタイミングで読み出される。なお、メモリ２０
８としては、例えばＦＩＦＯ（First Input First Output）型のデバイスが利用される。
【００４４】
　デジタルビームフォーマ２１０は、メモリ２０８に記憶されたパラレルデータを読み出
して、第二段階目の整相加算処理を実行する。つまり、デジタルビームフォーマ１０８に
よって形成されたデータに相当するパラレルデータをメモリ２０８から読み出し、読み出
した８チャンネル分のパラレルデータに基づいて整相加算処理を実行し、全ての振動子１
０２から得られる受波データを纏めて１本のビームデータを形成する。ビームデータは受
信ビームごとに次々に形成されて画像形成部２１２へ出力される。
【００４５】
　画像形成部２１２は、受信ビームごとに次々に形成されるビームデータに基づいて、Ｂ
モード画像、Ｍモード画像、ドプラ画像などの超音波画像の画像データを形成する。そし
て、形成された画像データに対応した超音波画像がモニタ２１４に表示される。
【００４６】
　操作パネル２２４は、ユーザ操作を受け付けるデバイスであり、例えば、複数のボタン
スイッチ、キーボード、トラックボール、マウスなどで構成される。本体制御部２２０は
、装置本体内の各部を制御する機能を備え、さらに、ユーザ操作に応じてワイヤレス超音
波診断装置の動作パラメータを設定する。ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータと
は、先に説明したように、例えば、電源状態、測定モード、設定条件などであり、超音波
プローブ側に関するパラメータであってもよいし装置本体側に関するパラメータであって
もよい。
【００４７】
　本体制御部２２０は、ユーザ操作に応じて動作パラメータを設定し、その動作パラメー
タに従って装置本体内の各部を制御する。例えばユーザ操作によって測定モードがＢモー
ドに設定されると、本体制御部２２０は、画像形成部２１２などを制御してＢモードの画
像形成処理を行う。
【００４８】
　なお、ユーザ操作は、操作パネル２２４を介して入力されが、超音波プローブ側から入
力される場合もある。つまり、先に説明したように超音波プローブ側で設定された動作パ
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ラメータに対応した制御データが超音波プローブから無線送信され、そして、その無線送
信された制御データが受信アンテナ２０２を介して無線受信部２０４によって受信され、
受信された制御データが本体制御部２２０へ伝えられることにより、超音波プローブ側の
ユーザ操作が本体制御部２２０へ入力される。
【００４９】
　また、本体制御部２２０において設定された動作パラメータは、制御データ送信部２１
８にも伝えられ、制御データ送信部２１８は、設定された動作パラメータに基づいて生成
される制御データを送信アンテナ２１６から超音波プローブへ無線送信する。例えば、操
作パネル２２４を介してユーザがＭモードを設定すると、制御データ送信部２１８は、Ｍ
モード設定されたことを示す制御データを送信アンテナ２１６から超音波プローブへ無線
送信する。
【００５０】
　このように、装置本体側で設定された動作パラメータが超音波プローブへ伝えられ、超
音波プローブがその動作パラメータに応じて制御されることにより、超音波プローブと装
置本体が統一的に制御される。
【００５１】
　表示パネル２２２は、本体制御部２２０において設定された動作パラメータなどを表示
する。例えば、電源のＯＮ／ＯＦＦ状態や測定モードが表示パネル２２２に表示される。
表示パネル２２２は、例えばＬＣＤなどで構成される。またタッチパネルなどを利用して
、表示パネル２２２と操作パネル２２４の機能を一つのデバイスで実現してもよい。また
、超音波画像を表示するモニタ２１４と表示パネル２２２が一つの表示デバイスで実現さ
れてもよいし、さらに、その表示デバイスが操作パネル２２４の機能を備えてもよい。
【００５２】
　表示パネル２２２は、動作パラメータ以外に、超音波プローブの使用環境情報を表示す
る。つまり、超音波プローブから無線送信される制御データ内に超音波プローブの使用環
境情報を挿入しておき、その制御データが超音波プローブから無線送信され、そして、無
線送信された制御データが無線受信部２０４を介して本体制御部２２０に伝えられること
により、超音波プローブの使用環境情報が表示パネル２２２に反映される。
【００５３】
　なお、先に説明したように、使用環境情報とは、例えば、超音波プローブに搭載されて
いる電池の寿命に関する情報、超音波プローブの温度を知らせる情報、超音波プローブの
電源状態などである。
【００５４】
　以上のように、本実施形態では、ワイヤレス超音波診断装置の動作パラメータを超音波
プローブ側から設定することもでき、また、装置本体側から設定することもできる。そこ
で、超音波プローブ側からの設定と装置本体側からの設定の両方を有効にして、例えば、
時間的に後の設定を優先的に利用するようにしてもよい。また、超音波プローブ側からの
設定と装置本体側からの設定のいずれか一方のみを有効にする機能を設けてもよい。
【００５５】
　例えば、装置本体側の本体制御部２２０が、ユーザ操作に応じて、超音波プローブ側で
設定された動作パラメータを有効にするか、装置本体側で設定された動作パラメータを有
効にするかを判断する。つまり、ユーザ操作によって装置本体側が選択されると、超音波
プローブ側から設定された動作パラメータを無効にして、装置本体側から設定された動作
パラメータのみを有効とする。この場合、超音波プローブの表示パネル１２２や装置本体
の表示パネル２２２に装置本体側の設定のみが有効である旨を示す表示が成される。
【００５６】
　また、例えば、ユーザ操作によって超音波プローブ側が選択されると、装置本体側から
設定された動作パラメータを無効にして、超音波プローブ側から設定された動作パラメー
タのみを有効とする。この場合、超音波プローブの表示パネル１２２や装置本体の表示パ
ネル２２２に超音波プローブ側の設定のみが有効である旨を示す表示が成される。
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【００５７】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本実施形態では、超音波プローブ側に動
作パラメータを設定する機能が搭載されており、ユーザは超音波プローブから動作パラメ
ータの変更操作などを行うことができる。そのため、装置本体が離れた位置にある場合に
装置本体の操作パネルを直接操作する煩雑さから開放される。また、超音波プローブ側に
動作パラメータなどを表示する機能が搭載されているため、装置本体の表示を確認する煩
雑さも解消される。
【００５８】
　さらに、装置本体側で設定された動作パラメータが超音波プローブへ伝えられ、超音波
プローブがその動作パラメータに応じて制御されるため、従来のプローブケーブルを備え
た超音波診断装置と類似の使用感覚でワイヤレス超音波診断装置を扱うことができる。ま
た、超音波プローブ側から動作パラメータを設定することもできるため、携帯電話などの
携帯端末と類似の使用感覚でワイヤレス超音波診断装置を扱うことができる。
【００５９】
　なお、上述した実施形態は、あらゆる点で単なる例示にすぎず、本発明の範囲を限定す
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明に係るワイヤレス超音波診断装置の超音波プローブの構成図である。
【図２】本発明に係るワイヤレス超音波診断装置の装置本体の構成図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１１２　無線送信部、１１８　制御データ受信部、１２０　プローブ制御部、１２２　
表示パネル、１２４　操作パネル、２０４　無線受信部、２１８　制御データ送信部、２
２０　本体制御部、２２２　表示パネル、２２４　操作パネル。
【図１】 【図２】
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